
大山崎町長への提言・要望書の提出及び関係課との意見交換 

 

１ 日  時   令和６年５月１６日（木）１１：００～１０：４０ 

２ 場  所   大山崎町役場 ２階 会議室 

３ 出 席 者    町 ：環境事業部上下水道課 阪口参事 

建設課 西川係長（都市計画） 

 〃  武山係長（地域整備） 

         協会：木村前支部長、坂本副支部長、 

            （岡本事務局参与） 

４ 要望内容   大山崎町のまちづくり関連施策について（別添提言・要望書のとおり） 

５ 概  要   ・木村前支部長あいさつ 

・坂本副支部長より提言の趣旨と要望の概要について説明。３項目と 

も業者、市民、行政の利益に通じる要望である旨を強調 

         ・3 人とも４月異動者であるため、阪口参事が代表して意見交換 

        ①承諾書関係 

         ・民法改正、所有者不明の場合の対応について（国交省）などの後ろ 

盾もでき、方向性としては理解できるので、前向きに検討したい。 

⇒条例改正など必要なら、議員への協力要請に動く用意はある。          

②情報提供関係 

・都市計画に続き、５月から道路台帳情報（PDF）を HP で提供し始 

めた。上下水道管情報はデータ化はできているが、公開はハードル 

が高い。先行自治体の事例から学びながら検討していきたい。 

        ③地籍調査関係 

・地籍調査は、町長方針として洪水・土砂災害 

 からの早期復旧を掲げてスピードアップの 

 指示を受けている。 

街区境界調査はいずれ民民境界の確定も必 

要となり、補助金の関係で数年以内の地籍調 

査実施の縛りがあって、二度手間となる懸念 

から今のところ実施は予定していない。 

乙訓土木に地籍調査担当が設置されたと聞 

いている。 

⇒街区境界調査のメリットに着目して検討 

 していただきたい。舞鶴市が R4 から実施 

しているので、参考にされたい。 

                      

※ 後日文書での回答をいただくこととなった。                     

            

阪口参事        木村前支部長 
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宅 地 建 物 取 引 業 に係 る大 山 崎 町 のまちづくり関 連 施 策  

に対 する提 言 ・要 望 について（回 答 ） 

平 素 は、大 山 崎 町 政 にご理 解 ご協 力 を賜 り誠 に有 難 うございます。 

標 題 の件 につきまして、下 記 のとおり御 回 答 申 し上 げます。 

記  

1 私 道 での上 下 水 道 管 埋 設 時 の承 諾 書 の添 付 不 要 化 について 

本 町 において、上 下 水 道 施 設 の安 定 的 な維 持 管 理 を目 的 とし、私 有 地 に管 路 を埋

設 する際 には、土 地 所 有 者 の承 諾 を求 めております。 

しかしながら、民 法 の改 正 および法 務 省 民 事 局 のガイドラインの改 訂 を受 け、乙 訓 2

市 などの動 向 も踏 まえ、承 諾 書 の添 付 不 要 化 に向 け検 討 を進 めて参 ります。 

２ 上 下 水 道 管 ・道 路 ・用 途 地 域 などをインターネットで調 査 可 能 とすること 

現 在 、用 途 地 域 および道 路 台 帳 図 に関 しましては、町 ホームページより閲 覧 が可 能 と

なっております。 

上 下 水 道 の埋 設 管 図 につきましては、インターネットなどで公 開 しておりませんが、個

人 情 報 が含 まれる可 能 性 などもございますので、公 開 の是 非 も含 め検 討 して参 ります。 



３ 地 籍 調 査 事 業 の推 進 、特 に官 民 境 界 先 行 調 査 に取 り組 むこと 

本 町 では、災 害 からの早 期 復 旧 などを目 的 とし、平 成 28 年 度 から地 籍 調 査 事 業 を

進 めております。 

また、事 業 目 的 としては災 害 からの早 期 復 旧 だけでなく、正 確 な地 積 での適 正 な 課

税 や、土 地 境 界 に関 するトラブル防 止 など、住 民 サービスの向 上 にも資 していると理 解

をしております。 

従 いまして、直 ちに官 民 境 界 先 行 調 査 とした調 査 方 法 の見 直 しは予 定 してございま

せんが、今 後 の地 籍 調 査 事 業 の進 捗 状 況 など勘 案 し検 討 して参 ります。 


